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「広島市立図書館資料収集方針」新旧対照表 

目次 

 

 

 

改訂前 改定後 説明 

 第１ 総論 

 第２ 広島市立中央図書館 

   Ⅰ 資料収集要綱 

   Ⅱ 資料収集選択基準 

⒈ 中央図書館 

⑴ 一般図書 

⑵ 児童図書 

⑶ 青少年用図書 

⑷ 参考図書 

⑸ 広島資料 

⑹ 被爆文献資料（原爆・平 

和関係資料） 

⑺ 広島文学資料 

⑻ 障害者サービス用資料 

⑼ 外国語資料  

⑽ 雑誌・新聞 

⑾ 視聴覚資料 

⒉ 中央図書館（自動車図書

館） 

⒊ 中央図書館（電子図書館） 

 

⒊ 区図書館 

⒋ まんが図書館 

⒌ 広島市国連寄託図書館［参

考］ 

第３ 広島市こども図書館 

  Ⅰ 資料収集要綱 

  Ⅱ 資料収集選択基準 

資料 「日本十進分類法新訂 10 版」 

 

 第１ 総論 

 第２ 広島市立中央図書館 

   Ⅰ 資料収集要綱 

   Ⅱ 資料収集選択基準 

⒈ 中央図書館 

⑴ 一般図書 

⑵ 児童図書 

⑶ 青少年用図書 

⑷ 参考図書 

⑸ 広島資料 

⑹ 被爆文献資料（原爆・平 

和関係資料） 

⑺ 広島文学資料 

⑻ 障害者サービス用資料 

⑼ 外国語資料  

⑽ 雑誌・新聞 

⑾ 視聴覚資料 

⒉ 中央図書館（自動車図書

館） 

⒊ 中央図書館（電子図書館） 

 

⒋ 区図書館 

⒌ まんが図書館 

⒍ 広島市国連寄託図書館［参

考］ 

第３ 広島市こども図書館 

  Ⅰ 資料収集要綱 

  Ⅱ 資料収集選択基準 

資料 「日本十進分類法新訂 10 版」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目「⑾ 視聴覚資料」の

追加 

 

項目「⒊ 中央図書館（電

子図書館）」の追加  

⒊を繰り下げ 

⒋を繰り下げ 

⒌を繰り下げ 

参考資料２ 
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本編 

改訂前 改定後 説明 

第１ 総論（略） 

第２ 広島市立中央図書館 

Ⅰ 広島市立中央図書館資料収

集要綱 

１（略） 

２（略） 

３ 各館等の役割と資料収集

の範囲 

 ⑴ 中央図書館（略） 

 

 ⑵ 中央図書館（自動車図書 

館）（略） 

 ⑶ 中央図書館（電子図書

館） 

   電子図書館は、情報通信

機器により利用が可能な

電子資料を提供するもの

であり、時間や場所の制約

を受けることなく読書が

できる環境を提供すると

いう役割がある。 

市民の多様な読書及び

情報に対する要求を受け

止め、幅広い利用者を対象

に、様々な学習や調査研究

の支援等に必要な資料を

収集する。 

 ⑶ 区図書館（略） 

 ⑷ まんが図書館及びあさ

閲覧室（略） 

４ 収集から除く資料 

⑴ 多くの利用が見込めな

いような特別高度な学術

書や個人利用を主とする

学習参考書、問題集等（た

だし、電子図書館の資料は

第１ 総論（現行に同じ。） 

第２ 広島市立中央図書館 

Ⅰ 広島市立中央図書館資料収

集要綱 

１（現行に同じ。） 

２（現行に同じ。） 

３ 各館等の役割と資料収集

の範囲 

 ⑴ 中央図書館（現行に同

じ。） 

 ⑵ 中央図書館（自動車図書

館）（現行に同じ。） 

 ⑶ 中央図書館（電子図書

館） 

   電子図書館は、情報通信

機器により利用が可能な

電子資料を提供するもの

であり、時間や場所の制約

を受けることなく読書が

できる環境を提供すると

いう役割がある。 

市民の多様な読書及び

情報に対する要求を受け

止め、幅広い利用者を対象

に、様々な学習や調査研究

の支援等に必要な資料を

収集する。 

 ⑷ 区図書館（現行に同じ。） 

 ⑸ まんが図書館及びあさ

閲覧室（現行に同じ。） 

４ 収集から除く資料 

⑴ 多くの利用が見込めな

いような特別高度な学術

書や個人利用を主とする

学習参考書、問題集等（た

だし、電子図書館の資料は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子書籍の導入に伴い項目

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶を繰り下げ 

⑷を繰り下げ 

 

 

 

 

 

電子書籍の導入に伴い追加 
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必要に応じて収集する）。 

⑵ 視聴覚資料（ただし、広

島資料、被爆文献資料、広

島文学資料及び障害者サ

ービス用録音図書の視聴

覚資料は必要に応じて収

集する。）。 

⑶ 興味本位な性的表現の

もの、暴力を助長するもの

等で、社会の秩序や市民の

生活を著しく混乱させる

おそれのあるもの。 

⑷ 造本、印刷等が図書館で

の利用に耐えられないも

の。 

５（略） 

６（略） 

７（略） 

８（略） 

９（略） 

Ⅱ 広島市立中央図書館資料収

集選択基準（略） 

⒈ 中央図書館 

    ⑴（略） 

⑵（略） 

⑶ 青少年用図書 

ア （略） 

イ 選択の留意点 

(ｱ)（略） 

(ｲ)（略） 

(ｳ)（略） 

(ｴ) 漫画資料について

は、「４ まんが図書

館」の資料選択基準に

準じて、青少年のニー

ズに沿ったテーマへの

理解を深める内容のも

のを収集する。 

必要に応じて収集する。）。 

⑵（削除）         

              

              

              

              

       

⑵ 興味本位な性的表現の

もの、暴力を助長するもの

等で、社会の秩序や市民の

生活を著しく混乱させる

おそれのあるもの。 

⑶ 造本、印刷等が図書館で

の利用に耐えられないも

の。 

５（現行に同じ。） 

６（現行に同じ。） 

７（現行に同じ。） 

８（現行に同じ。） 

９（現行に同じ。） 

Ⅱ 広島市立中央図書館資料収

集選択基準（現行に同じ。） 

⒈ 中央図書館 

    ⑴（現行に同じ。） 

⑵（現行に同じ。） 

⑶ 青少年用図書 

ア（現行に同じ。） 

イ 選択の留意点 

(ｱ)（現行に同じ。） 

(ｲ)（現行に同じ。） 

(ｳ)（現行に同じ。） 

(ｴ) 漫画資料について

は、「⒌ まんが図書

館」の資料選択基準に

準じて、青少年のニー

ズに沿ったテーマへの

理解を深める内容のも

のを収集する。 

 

映像文化ライブラリーから

の一部視聴覚資料の移管に

伴い、中央図書館において

視聴覚資料も収集の対象と

するため削除 

 

⑶を繰り上げ 

 

 

 

 

⑷を繰り上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料収集選択基準に⒊ 中

央図書館（電子図書館）を

追加したことによる変更 
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⑷（略） 

⑸ 広島資料 

ア（略） 

イ 収集の資料 

(ｱ) 種類 

a（略） 

b（略） 

c（略） 

d（略） 

e 視聴覚資料 

e その他 

(ｲ)（略） 

ウ（略） 

エ 各分野ごとの留意

点 

(ｱ)（略） 

(ｲ)（略） 

(ｳ) 視聴覚資料 

(ｳ)－ア 映像資料 

a 市・県等の自治

体や国の行政資

料 

b 市民団体、各種

団体が発行する

資料 

c 市の歴史・地理・

経済・行政・文化

への理解に必要

な資料 

※ただし、一般に流

通している資料

（同一内容で図

書館向けに販売

されている資料

を含む。）は「⑾ 

視聴覚資料」にお

いて扱う。 

(ｳ)－イ 録音資料 

⑷（現行に同じ。） 

⑸ 広島資料 

ア（現行に同じ。） 

イ 収集の資料 

(ｱ) 種類 

a（現行に同じ。） 

b（現行に同じ。） 

c（現行に同じ。） 

d（現行に同じ。） 

e 視聴覚資料 

f その他 

(ｲ)（現行に同じ。） 

ウ（現行に同じ。） 

エ 各分野ごとの留意

点 

(ｱ)（現行に同じ。） 

(ｲ)（現行に同じ。） 

(ｳ) 視聴覚資料 

(ｳ)－ア 映像資料 

a 市・県等の自治

体や国の行政資

料 

b 市民団体、各種

団体が発行する

資料 

c 市の歴史・地理・

経済・行政・文化

への理解に必要

な資料 

※ ただし、一般に

流通している資

料（同一内容で図

書館向けに販売

されている資料

を含む。）は「⑾ 

視聴覚資料」にお

いて扱う。 

(ｳ)－イ 録音資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目「⑾ 視聴覚資料」の

追加に伴い、これまで「そ

の他」で扱っていたものを

明文化 
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a 市・県等の自治

体や国の行政資

料 

b 市民団体、各種

団体が発行する

資料 

c 市の歴史・地理・

経済・行政・文化

への理解に必要

な資料 

⑹ 被爆文献資料（原爆・平 

和関係資料） 

ア（略） 

イ 収集の資料 

(ｱ) 種類 

a（略） 

b（略） 

c（略） 

d（略） 

e 視聴覚資料 

e その他 

(ｲ)（略） 

ウ 選択の留意点 

(ｱ) 視聴覚資料のう

ち映像資料につい

ては、一般に流通

している資料（同

一内容で図書館向

けに販売されてい

る資料を含む。）は

「⑾  視聴覚資

料」において扱う。 

(ｲ) 広島平和文化セ

ンター等の関係機

関と連携して収集

する。 

⑺（略） 

⑻（略） 

a 市・県等の自治

体や国の行政資

料 

b 市民団体、各種

団体が発行する

資料 

c 市の歴史・地理・

経済・行政・文化

への理解に必要

な資料 

⑹ 被爆文献資料（原爆・平 

和関係資料） 

ア（現行に同じ。） 

イ 収集の資料 

(ｱ) 種類 

a（現行に同じ。） 

b（現行に同じ。） 

c（現行に同じ。） 

d（現行に同じ。） 

e 視聴覚資料 

f その他 

(ｲ)（現行に同じ。） 

ウ 選択の留意点 

(ｱ) 視聴覚資料のう

ち映像資料につい

ては、一般に流通

している資料（同

一内容で図書館向

けに販売されてい

る資料を含む。）は

「⑾  視聴覚資

料」において扱う。 

(ｲ) 広島平和文化セ

ンター等の関係機

関と連携して収集

する。 

⑺（現行に同じ。） 

⑻（現行に同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目「⑾ 視聴覚資料」の

追加に伴い、これまで「そ

の他」で扱っていたものを

明文化 
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⑼（略） 

⑽（略） 

⑾ 視聴覚資料 

 多様なメディアによる

情報提供という観点から、

国際平和文化都市広島に

ふさわしい、教養や文化の

向上に資する資料を収集

する。 

 

ア 収集の範囲 

(ｱ) 映像資料 

  以下の条件に該当

する商業映画を収集

する。 

a 広島をテーマや

舞台にした作品 

b 広島出身の映画

人（監督・俳優・脚

本家・原作者）の作

品 

c 国内映画賞、国際

映画祭受賞作品 

d 定評ある書評等

で高い評価を得た

作品 

(ｲ) 録音資料 

a クラシック音楽 

b ジャズ 

c ポピュラー音楽 

d 日本の伝統音楽 

イ 収集の資料 

(ｱ) 種類 

a 映像資料 

 (a) ＤＶＤ 

 (b) ブルーレイデ

ィスク 

b 録音資料 

⑼（現行に同じ。） 

⑽（現行に同じ。） 

    ⑾ 視聴覚資料 

 多様なメディアによる

情報提供という観点から、

国際平和文化都市広島に

ふさわしい、教養や文化の

向上に資する資料を収集

する。 

 

ア 収集の範囲 

(ｱ) 映像資料 

  以下の条件に該当

する商業映画を収集

する。 

a 広島をテーマや

舞台にした作品 

b 広島出身の映画

人（監督・俳優・脚

本家・原作者）の作

品 

c 国内映画賞、国際

映画祭受賞作品 

d 定評ある書評等

で高い評価を得た

作品 

(ｲ) 録音資料 

a クラシック音楽 

b ジャズ 

c ポピュラー音楽 

d 日本の伝統音楽 

イ 収集の資料 

(ｱ) 種類 

a 映像資料 

 (a) ＤＶＤ 

 (b) ブルーレイデ

ィスク 

b 録音資料 

 

 

映像文化ライブラリーから

の一部視聴覚資料の移管に

伴い、中央図書館において

視聴覚資料も収集の対象と

するため項目新設 
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コンパクトディス

ク 

(ｲ) 部数 

収集する点数は１

点とする。 

ウ 選択の留意点 

  映像文化ライブラリ 

ー等の関係機関と連携 

し収集する。 

エ 資料ごとの留意点 

(ｱ) 映像資料 

a 館内視聴・館外貸

出（個人貸出）の許

諾が著作権者から

得られている作品

を収集する。 

b 映像倫理委員会

による区分表示が

ＰＧ１２、Ｒ１５

＋、Ｒ１８＋の作品

については、その資

料的価値に照らし、

慎重に選択し、収集

する。 

(ｲ) 録音資料 

a 既に評価の定ま

った優れた作品を

収集する。   

b 映像資料が付い

た資料、輸入盤は原

則として収集しな

い。 

⒉（略） 

⒊ 中央図書館（電子図書館） 

  電子図書館は、情報通信機

器により利用が可能な電子

資料を提供するものであり、

時間や場所の制約を受ける

コンパクトディス

ク 

(ｲ) 部数 

収集する点数は１

点とする。 

ウ 選択の留意点 

  映像文化ライブラリ 

ー等の関係機関と連携 

し収集する。 

エ 資料ごとの留意点 

(ｱ) 映像資料 

a 館内視聴・館外貸

出（個人貸出）の許

諾が著作権者から

得られている作品

を収集する。 

b 映像倫理委員会

による区分表示が

ＰＧ１２、Ｒ１５

＋、Ｒ１８＋の作品

については、その資

料的価値に照らし、

慎重に選択し、収集

する。 

(ｲ) 録音資料 

a 既に評価の定ま

った優れた作品を

収集する。   

b 映像資料が付い

た資料、輸入盤は原

則として収集しな

い。 

⒉（現行に同じ。） 

⒊ 中央図書館（電子図書館） 

  電子図書館は、情報通信機

器により利用が可能な電子

資料を提供するものであり、

時間や場所の制約を受ける

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子書籍の導入に伴い項目

新設 
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ことなく読書ができる環境

を提供するという役割があ

る。 

このため、電子資料の特性

をいかした、様々な学習や調

査研究の支援等に必要な資

料や、地域資料の保存及び活

用を図るための資料等を収

集する。 

 

 ⑴ 収集の範囲 

幅広い利用者を対象と

した資料を収集する。 

  ア 一般図書 

市民の趣味、娯楽、教

養及び調査研究に役立

つ資料を収集する。 

  イ 児童図書 

乳幼児から児童・生徒 

向きのものまで、発達段 

階に応じた資料を収集 

する。 

  ウ 参考図書 

 市民の高度な学習や

調査研究に対応できる

専門的な資料も必要に

応じて収集する。 

  エ 郷土資料 

  広島市又は広島県に

関する資料を収集する。 

 ⑵ 選択の留意点 

ア 音声読み上げに対応

した資料やオーディオ

ブックに留意する。 

イ 電子資料の特性や幅

広い利用者への提供を

考慮し、障害のある市民

も利用できるよう、障害

ことなく読書ができる環境

を提供するという役割があ

る。 

このため、電子資料の特性

をいかした、様々な学習や調

査研究の支援等に必要な資

料や、地域資料の保存及び活

用を図るための資料等を収

集する。 

 

 ⑴ 収集の範囲 

幅広い利用者を対象と

した資料を収集する。 

  ア 一般図書 

市民の趣味、娯楽、教

養及び調査研究に役立

つ資料を収集する。 

  イ 児童図書 

 乳幼児から児童・生徒

向きのものまで、発達段

階に応じた資料を収集

する。 

  ウ 参考図書 

 市民の高度な学習や

調査研究に対応できる

専門的な資料も必要に

応じて収集する。 

  エ 郷土資料 

  広島市又は広島県に

関する資料を収集する。 

 ⑵ 選択の留意点 

ア 音声読み上げに対応

した資料やオーディオ

ブックに留意する。 

イ 電子資料の特性や幅

広い利用者への提供を

考慮し、障害のある市民

も利用できるよう、障害
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の特性に応じた、利用し

やすい形式の資料に留

意する。 

ウ 電子資料の特性をい

かし、個人利用を主とす

る学習参考書や問題集

等に留意する。 

エ 外国語で書かれた資

料に留意する。 

⒊ 区図書館（略） 

⒋ まんが図書館（略） 

 

⒌ 広島市国連寄託図書館（参

考）（略） 

第３ 広島市こども図書館 

  Ⅰ 資料収集要綱（略） 

  Ⅱ 資料収集選択基準（略） 

 

資料 ｛日本十進分類法新訂１０版｝

（略） 

の特性に応じた、利用し

やすい形式の資料に留

意する。 

ウ 電子資料の特性をい

かし、個人利用を主とす

る学習参考書や問題集

等に留意する。 

エ 外国語で書かれた資

料に留意する。 

⒋ 区図書館（現行に同じ。） 

⒌ まんが図書館（現行に同

じ。） 

⒍ 広島市国連寄託図書館（参

考）（現行に同じ。） 

第３ 広島市こども図書館 

  Ⅰ 資料収集要綱（現行に同じ。） 

  Ⅱ 資料収集選択基準（現行に同

じ。） 

資料 ｛日本十進分類法新訂１０版｝

（現行に同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒊を繰り下げ 

⒋を繰り下げ 

 

⒌を繰り下げ 

 

 

 


